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近年の雇用・失業問題は、国民・住民生活の経済

的基盤を揺るがし、貧困と社会的格差の拡大・深化

をもたらしている。このような事態に対して生活保

護制度をはじめとする社会保障制度が、国民・住民

が生活できる生活水準を保障しているのか。また十

分なセーフティネット（安全網）としての機能を果

たしているのかが問われている。

そこで、小稿では、はじめに、わが国における社

会保障の制度構造が、国民・住民生活に十分対応で

きない制度構造にあることを明らかにし、次いで、

国民の最低限の生活保障（ナショナル・ミニマム）

と最後のセーフティネットとして機能しなければな

らない生活保護制度および制度運営（行政）の諸課

題に言及し、最後にその打開のめの諸方策を提示し

ていく。

（１）社会保障制度の役割・機能

いうまでもなく社会保障制度は、国民・住民生活

の回復・安定・向上を目的とする公的システムの一

つである。それは、旧社会保障制度審議会の概念に

よれば、それは、狭義の社会保障として位置づけら

れる社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生およ

び医療、老人保健、そして恩給と戦争犠牲者援護を

加えた広義の社会保障、さらに住宅対策と雇用対策

の社会保障関連制度から構成されている。

また、同制度は、生活保障の領域を、大きくは、

次の３つの分野に分けて整理されることがある。す

なわち、健康の回復・維持に対応する医療保障、所

得の喪失・中断・減少によってもたらされる生活困

窮の予防と救済に対応する所得保障、所得保障や医

療保障で対応できない個別の必要に対応する保健福

祉サービス（対人サービス）である。

さらには、同制度を、国民・住民生活のセーフ

ティネットの観点から見ていけば、次のように位置

づけられる。

第１のセーフティネットは、国民・住民の大多数

が給与生活者であることから雇用の確保としての雇

用対策、居住の確保としての住宅対策が第一のセー

フティネットとして張られている。これは、上記の

社会保障関連制度に当たる。

第２のセーフティネットは、通常生活していく中

で生活の困難が生じた場合に対応するものであり、

それは、国民・住民が強制加入する社会保険制度で

あり、これには、失業・労災に対応する労働保険

（雇用保険・労災保険）、障害・老齢・死亡に対応す

る年金保険、傷病・出産に対応する医療保険、介護

に対応する介護保険の５つの社会保険が張られる。

この第２のセーフティネットは、雇用されているか

自営であるかを問わず、主として稼得者およびその

家族を中心に組み立てられている制度であり、社会

保障制度の中では貧困を予防する防貧的機能を持つ

ものとして位置づけられる。

そして最後の第３のセーフティネットは低所得あ

るいは貧困であるかどうかという生活困窮の事実認

定としての経済的要件が課せられるものであり、そ
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れは所得調査を課する低所得対策（社会手当制度、

生活福祉資金貸付制度等）と資力調査を課す貧困対

策（生活保護制度）に分かれる。

とりわけ生活保護制度は、第３のセーフティネッ

トの中で最後に位置しているだけでなく、社会保障

制度全体の中でも最後のセーフティネットとしての

役割・機能を担っている。そのため、この生活保護

制度の制度的枠組みが今後どのように設定されてく

るかにより、国民・住民生活がどの範囲でどの程度

保障されるかが決まってくる。生活保護制度は、セ

ーフティネットとしての所得保障､医療保障、対人

サービスとしての最終的施策として位置づけられて

おり、この国民・住民生活を守るネットがどのよう

に張るかによって国民の信頼と安心をもって生活し

ていけるかどうかの分岐となる。

（２）社会保障制度の課題

しかし、社会保障制度は、今日、以下の理由から

国民・住民の十分な生活保障とはなりえていない。

わが国の社会保障制度は、夫が就労し妻が家事・

育児・介護を行うという性別役割分業、フルタイム

で雇用されている正規労働者、住民登録や安定した

住居をもつ定住者、日本国籍を有する者等を前提に

制度設計されている。そのため、家庭外で就労や社

会的活動を行う女性、パートタイマー、フリーター

などの非正規労働者、安定した住居を持たないホー

ムレスなどの非定住者、外国人登録や就労のため日

本に来ている外国人等に対する生活保障が十分にな

されない制度構造となっている。

また、わが国における社会保障制度は、家族、企

業が制度の前提としてあるいは代替・補完となって

いる。たとえば、家族扶養においては、対人サービ

スにおける養育・介護機能など、また企業において

は扶養手当や保険料の事業主負担などがそれであ

る。しかし、今日では、家族、企業がこれまで果た

してきた役割・機能を行えなくなっている。すなわ

ち、家族、企業が変容する中で、依然として、家族

扶養、企業の役割・機能を制度構造に組み入れてい

るため国家として国民・住民の生活保障を担うだけ

の制度構造となっていない。さらには、わが国にお

ける社会保障制度は、大きくは職域、地域の二つの

チャンネルを通して制度に加入し給付を受ける仕組

みとなっている。公務員・一般被用者およびその家

族という比較的安定した職域（特殊職域・一般職域）

にいる者・家族に対しては給付水準が比較的高い

が、不安定な雇用状態にある者や地域にて加入する

者・家族については低位あるいは保障されない構造

にある。

そして社会保険制度が十分機能しない場合には、

国民・住民の生活保障は生活保護制度を中心とする

公的扶助制度が対応することになる。生活保護制度

は、国民最低限の生活を保障するナショナル・ミニ

マム機能と、本人の収入・資産・労働能力、家族・

親族等のインフォーマルな社会資源や他法他施策等

のフォーマルな社会資源を活用したとしても収入が

最低生活以下となる場合、最後のセーフティネット

となるセーフティネット機能をもっている。このセ

ーフティネット機能の例示として、生活保護受給世

帯の構成割合からとらえると理解しやすい。現在、

生活保護受給世帯は、約５割が「高齢者世帯」、約

４割が「傷病・障害者世帯」、そして残りの１割が

「ひとり親世帯」と「その他世帯」となっている。

その大半が老齢年金、障害年金、児童扶養手当等の

対象世帯である。しかし、資格要件、給付水準の低

位性から他法他施策は防貧的機能を果たしていない

と読みとることができる。

（１）構造・運営・世論

しかし、その生活保護制度においても、制度構造

および制度運営（行政）の障壁から「利用しにくく

出にくい」制度となっており、国民・住民の最後の

セーフティネットとなりえていない。制度設計（理

念・目的、原理・原則、扶助の種類・方法、権利義

務関係、権利救済等）が貧困に対応する構造になっ

ているのか。また法制度に適った運用がされている

のか。法制度を支える運営実施体制になっているの

か等を考えてみる必要がある。

制度的制約から生活保護制度の対象となっている

生活保護制度の課題
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貧困層は「制度によって切り取られた」層であり、

それ以外は制度から排除されている。生活保護制度

では、特定の対象層を「生活保護受給層」とし、制

度展開してきている。すなわち、本来の貧困層と制

度対象としての貧困層＝「生活保護受給層」とは乖

離している。これは、一般扶助主義に立つ生活保護

制度が、制限扶助主義的傾向を強めているとも解釈

できる。具体的には、稼働層等（外国人・ホームレ

ス・稼働層）を排除し非稼働層の中の特定層（高

齢・障害・ひとり親等）を被保護層として同定して

いるのである。すなわち、制度の外に制度対象とな

らない厖大な貧困層が存在していることを認識しな

ければならない。

上記のようないろいろな課題があるにせよ、社会

保障制度の展開は、貧困・低所得層を中心とする救

貧対策（公的扶助制度）から一般階層を中心に貧困

を予防する防貧対策（社会保険制度・社会福祉制度

等）へと政策の軸足を移している。

これは、被用者を中心として社会保険・社会福祉

制度が一般階層対策として定着していくプロセスで

もあり、そのなかで、上記のわが国の社会保障制度

の課題（社会保障制度関連制度として位置づけてい

る住宅対策や雇用対策の不備も含めて）について究

明・解決することなく、貧困層＝「生活保護受給層」

を「自立した市民」から脱落した特殊な層としての

層という位置づけがされてくる。その結果、「生活保

護受給層」はスティグマ（社会的恥辱感）が付与さ

れ、一般市民には生活保護＝福祉依存という世論形

成がされていくことにもなってくるのである。

（２）具体的問題・課題

ここで、近年、注目されてきている生活保護をめ

ぐる問題を挙げると、①都市部に多く見られるホー

ムレス問題、②国際化の進展に伴う困窮外国人問題、

③上級学校進学率の増加に伴う被保護世帯の教育問

題、④経済停滞に伴う雇用・失業問題、等がある。

このことに関連してここ数年生活保護の受給者数

が､増加傾向にあることを注目する必要がある｡この

ことは、これまで生活を支えてきた稼得者が､失業あ

るいは収入の低下（経済環境・雇用環境の変化、具

体的には経済停滞・雇用悪化等によっている）によ

って十分な所得を得ることができない事態が生み出

されていることで挙げられる。またそのことと関連

して､世帯内・世帯外の扶養機能、すなわち､子ども

の養育・老親扶養あるいは親族に対する経済的な支

援がなかなか難しくなってきたことが、稼働世帯、

非稼働世帯ともに受給世帯として増加していること

になっているのではないかと考える。極端な例では､

所得を得られないために住居を確保することができ

ず､また親族・地域・職域などのネットワークも十分

得ることができないような人が､ホームレス化してい

るのではないかと考える。

また､外国人については､社会保険に加入し給付を

受けることはできる。しかし、それが十分機能しな

い場合になると､生活保護制度は国籍要件があり適用

できない仕組みとなっている｡すなわち、制度の中の

問題としてのホームレス問題、制度の外の問題とし

ての外国人問題として挙げることができる。さらに、

生活保護を受給している有子世帯の教育問題は、貧

困の再生産（世代間継承）につながるため、教育の

機会をどのように保障していくかということが問題

化してくる。

このような状況のなか、生活保護制度においては、

以下のような課題が表面化しているといってよいで

あろう。

① 制度および制度運用上の課題として、形式と

実態の乖離が問題となっている。それは、制度

利用に伴うスティグマ、補捉率の低位性、一般

生活水準と比較した保護水準の妥当性、保護の

要件（失業・居住要件の有無、国籍条項の是非）、

資産保有の範囲と程度、扶養意識と扶養範囲・

程度などの問題である。このことと関連して、

手持金保有、ホームレス等をめぐる訴訟などが

起きている。

② 実践的課題としては、被保護世帯の中には多

様な生活課題を抱える利用者がおり、その対応

に苦慮している現状がある。とりわけ、精神障

害やアルコール・薬物等の依存症、あるいは多

重債務を抱えた利用者であったり、地域の中で

孤立しネットワークをもたない高齢者・障害者
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などが増えてきている。より有効な援助方法と

社会資源の開発・活用が望まれる。

これらのことから、生活保護制度の理念、目的、

制度の仕組み、それに関わるマンパワー・実施体制

についてどのようにするかという生活保護制度、そ

れを支える運営実施体制に立ち入った改革が必要で

あると考える。

（１）貧困・低所得対策をめぐる政策動向

２０００年７月には「ホームレスの自立の支援等に関

する特別措置法」が１０年の時限立法で成立（８月公

布・施行）、さらには２００３年８月には社会保障審議

会福祉部会に「生活保護制度の在り方に関する専門

委員会」が設置され、１年余にわたり給付水準・制

度の仕組み・運営実施体制など生活保護制度の在り

方に関して検討が行われた。その結果、２００４年度か

ら老齢加算の段階的廃止、２００５年度から生活扶助基

準第１類年齢区分の簡素化、人工栄養費の廃止、母

子加算の見直し、生業扶助による高等学校等就学費

の対応、自立支援プログラムの導入等が実施された。

また三位一体改革における生活保護費の負担金の

見直しについては、２００４年１１月の政府与党の合意

を踏まえ、地方団体関係者が参加する協議機関を設

置して制度の在り方についての幅広く検討を行い、

２００５年秋までに結論を得て、２００６年度から実施す

ることとされていた。しかし、国と地方との協議で、

２００５年１２月、生活保護負担金の補助率削減は見送り

となった。

その他、２００６年、国より要保護者のうち、自宅を

保有しているものについてはリバースモーゲージを

利用した貸付を優先させるとする要保護者向け長期

生活支援資金制度の創設の提案・実施、２００６年１０

月、「新たなセーフティネット検討会」（全国知事

会・市長会）より稼働世帯に対する有期保護制度、

高齢者のための新たな制度、ボーダーライン層の生

活保護移行防止策を柱とする「新たなセーフティネ

ットの提案」報告書が提出されている。

上記の政策動向の特徴としては、生活保護水準に

おいては一般世帯の均衡の観点から抑制の方向へ、

また給付においては稼働年齢層においては就労支援

とセットで考えるワークフェアの方向へ、非稼働層

（高齢者）においては資産活用と別制度で、国と自治

体の財政負担は今後へ先送り等という形となってい

る。

（２）今後の検討課題

このような状況のなかで、以下の諸点について確

認していく必要がある。

① 社会保障制度は、国家責任、ナショナル・ミ

ニマム、無差別平等という考え方のもと行われ

なければならないこと。

② わが国の社会保障制度を支える前提や条件が

変容しているなかで、これまで通りの社会保障

制度の維持・存続は困難であり、新たな制度構

築をしていく必要があること。

③ 貧困・低所得問題の究明は経済的側面だけで

なく非経済的（文化的）側面も検討していく必

要があること。とりわけ、貧困低所得問題に関

する認識を、制度利用者、一般市民という二つ

のチャンネルから考えていく必要があること。

その上で、次のような観点から、社会保障制度を

根幹をなす生活保護制度の新たに制度構築のための

問題提起を行う。

① 国民・住民にとって生活保護制度の理念とな

っている生存権保障、すなわち「健康で文化的

な生活」とは何か（最低生活およびそのコスト

の問い直し）、生活保護制度の最低生活体系全体

からの見直し、一般世帯との均衡だけに偏らず

社会にとって容認できない最低限度の生活とは

何か、さらには新たな生活再建の基盤となる生

活とは何かについての検討。

この点に関しては、最低賃金制度や年金・手

当制度の低位性を看過し生活保護制度が提供す

る給付水準に疑義を呈する意見もあり、福祉国

家としてのナショナル・ミニマム機能をどの制

度が担うのかを真剣に議論する必要がある。

② 国民にとって「利用しやすく」また「生活再

建につながる」制度の仕組みを構築していくに

今後の展望
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は、制度の資格要件の緩和、スティグマの軽

減・払拭の方策、生活基盤確立を図るための生

活扶助・住宅扶助をはじめとして能力開発・活

用支援としての教育扶助・生業扶助等の各種扶

助、在宅と並ぶ重要な生活拠点である保護施設

の在り方の検討。この点に関して「利用しにく

く出にくい」制度構造となっている。国民・住

民にとって「利用しやすい」「生活再建につなが

る」制度改革をしていく必要があろう。

③ 利用者・国民が「安心」と「信頼」をもって

相談でき「満足」が得られる給付・サービスが

得られるような組織・業務・財政・人的各体制

の確立と地域社会の生活課題の発見・相談・解

決に貢献できるソーシャルワークの在り方の検

討。この点に関して制度を担う行政において利

用を抑制する制度運営が行われていることが問

題となっている。また地域のなかで孤立した真

に困窮している要保護者へアウトリーチ等の体

制を組むことも求められている。

④ 利用者の自立支援（日常生活自立支援、社会

生活自立支援、就労自立支援）の仕組み・運

用・体制・方法の構築。この点に関しては、生

活保護行政においては、「自立＝経済的自立」と

いう考え方が支配的であった。そして、今日的

に非常に強い、支配的な考え方ではないかと考

える。では、今でもこういう考え方が妥当性を

持つか。今日、自立の考え方は、大きく変わっ

てきている。障害者や高齢者の自立をどう考え

るかという議論の中で、自立の考え方の方向性

として、「広く、自分の置かれた地域の中で様々

な社会資源を活用して、自分が選び取って自分

の生活を実現していく」という意味で使われる

ようになってきている。このように考えなけれ

ば、例えば、就職の可能性がない、身辺自立が

図ることができない状態にある重度の障害者や

高齢者の人たちにとっての「自立」について、

答えが出ない。すなわち、経済的あるいは身体

的支援を受けている彼ら・彼女たちは、経済的

自立、身辺自立というゴールにたどりつけない

存在としてとらえることになってしまう。そこ

で、地域の中で経済給付や対人サービスを受け

ながら自分決定・自己選択に基づき生活を営む

「精神的自立」「援助（支援）付自立」という考

え方で自立をとらえ返す必要があり、またその

支援を行っていかなければならない。

以上のように、公的扶助制度の中核に位置する生

活保護制度が、国民・住民生活のナショナル・ミニ

マムを保障するとともに最後のセーフティネットと

して機能していくことが必要であり、またそのよう

な制度構造や運営実施体制を構築していかなければ

ならない。生活保護の利用が、生活の回復・安定、

そして新たな生活意欲と生活再建のステップとなる

ような制度設計にすべきである。
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図　生活保護制度・社会手当制度・社会保険制度とセーフティネット
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図表３　生活保護制度に関する略年表
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